保育士確保支援業務委託仕様書

１　業務名

　　保育士確保支援業務

２　所属及び基本業務

【所　　属】こども若者部保育・こども園課 （本館７階）

【業　　務】⑴保育士就職フェア等ポスター及びチラシ制作業務　　　　　　
　　　　　　⑵保育士就職フェア告知広告業務
　　　　　　⑶保育士就職フェアの設営等業務
【業務内容】⑴保育士就職フェア及び保育士確保支援事業のポスター及びチラシを制作する。
　　　　　　  ⑵保育士就職フェア告知広告、広告方法等の提案。
　　　　　　　⑶保育士就職フェアの会場設営、撤去及び受付業務を行う。

３　契約期間

　　契約締結日から令和９年３月31日

４　業務内容

　　⑴①保育士就職フェアポスター　Ａ３（200部）
　　　②保育士就職フェアチラシ　Ａ４（4,750部）
　　　③保育士確保支援事業ポスター　Ａ３（200部）
　　　④保育士確保支援事業チラシ　Ａ４（6,000部）

　　　⑤上記内容のデザイン・調整等の一式
　　⑵①保育士就職フェアをPRするための方策提案
　　　②保育士就職フェアのweb広告の作成・運用（１ヵ月程度）
　　　③保育士就職フェアLP（ランディングページ）の作成・運用（１ヵ月程度）

　　　④保育士就職フェアのパンフレット作製　Ａ４（30ページ程度　70部）
　　　⑤駅ポスター作成・掲載　Ｂ１（２部、大阪市内主要駅への設置）

⑥大阪府と隣接する都道府県の指定保育士養成施設の学生等を対象としたチラシ配　　　　　　　　　　　
　布
⑦保育士就職フェアの告知広告を情報誌等に掲載

　　　⑧その他、保育人材確保に係る施策、広報を図る提案内容

　　　⑨上記内容の調整等の一式
　　⑶①保育士就職フェア会場設営、撤去（25ブース程度設置見込み）
1. １ブースあたり最低、長机１台、パイプ椅子６脚を設置し、各ブースはパーテ
ィションで仕切ること。
イ.パーティションは最大39台使用可能。パーティションは最大46台使用可能。
ウ.アンケート記入用の長机２台、パイプ椅子６脚を設置すること。
エ.ホワイトボード（会場地図等掲示用）を４台設置すること。
オ.備品一式（長机、パイプ椅子、パーティション、ホワイトボード）は、会場の付属設備を使用し、使用料は委託者が負担する。
　　　②レイアウト及びレイアウト図の作成
　　　③会場案内ポスターの作成　Ａ１（３種各２部程度）

　　　④各ブースの設置及びラベル作成
　　　⑤保育士就職フェアの会場受付
　　　⑥会場アンケート制作・印刷
　　　⑦フェア来場者インセンティブ準備（金券1000円×40枚相当　その他の方法も可とする）

５　納期

　　⑴「４　業務内容」のうち⑴については、令和８年６月５日(金)を納期とする。
　　⑵「４　業務内容」のうち⑵⑶については、委託者と受託者の協議のうえ決定する。
⑶　印刷物と合わせてデータ原稿（PDF、JPEG又はGIF）についても納品すること。
６　納品場所

　　委託者と受託者の協議のうえ、納品場所を決定する。
７　【参考】令和８年度八尾市保育士就職フェア概要

　　　日時：令和８年８月１日(土)午後１時～４時
　　　会場：八尾市文化会館プリズムホール　５階レセプションホール
８　契約条件等に関する事項

⑴ 委託料の支払い
本市と受託者の協議のうえ、支払い方法を決定する。
⑵ 契約保証金
①契約保証金は必要とする（ただし、八尾市財務規則第122条第３項又は第６号に　　　該当する場合は契約保証金を免除する）。
②保証人は不要とする。
⑶ 再委託について
①委託業務での総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等に
おいては、受託者はこれを再委託することはできない。
②受託者は、コピー、文書入力、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業
　　務の再委託にあたっては、委託者の承諾を必要としない。
③受託者は、②に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により委託者の承
諾を得なければならない。
④受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係
を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務
を実施しなければならない。なお、再委託の相手方は、八尾市暴力団排除条例に基
づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。
⑷業務報告等
①報告書の提出
委託業務完了後、速やかに業務完了報告書及び活動内容、成果についての実績報告
書を提出すること。
②事業の検査・確認

委託者は、報告受領後、事業内容や経費について検査するとともに、ヒアリング・
実地調査等を実施する場合がある。
⑸ 費用分担等
業務委託料には、消耗品・備品費（資料印刷用紙、筆記具等）、通信運搬費（電話料、インターネット回線費用等）、印刷製本費、事務人件費等を含むものとし、委託者は業務委託料たる契約金以外の費用は負担しない。
また、本事業における打ち合わせ等に要する経費（旅費、電話料、消耗品費等）についても受託者の負担とする。
 ⑹ 契約の解除
次のいずれかの事情が生じた場合、委託者はその理由を示して、本契約を解除できるものとする。
①受託者に不正行為があった場合
②受託者が正当な理由なく業務実施を著しく遅延し、また業務に着手しない場合
③受託者の業務実施状況が著しく誠意を欠くと認められる場合
　また、契約締結後、当該契約の履行期間中に受託者が八尾市暴力団排除条例に基づ　　く入札等除外措置を受けたときは契約を解除する。
９　個人情報の取り扱い

業務の履行に際して入手した個人情報及びデータの管理にあたっては個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第１項に規定する個人情報（以下「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報保護法を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
業務に係る個人情報の取扱いについては、次のとおりとする。
⑴個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報保護法の趣旨を踏まえ、各条項の規定を遵守し、個人情報保護の措置を講じること。
⑵委託業務に係る個人情報について、第三者への提供を禁止する。
⑶委託業務の履行に際して取得し、若しくは作成した個人情報が記録されている文書等又は電磁的記録の複写及び複製を禁止する。
⑷委託業務を受託し、若しくは受託していた業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせること、又は不当な目的に利用することについて、禁止する。
⑸データ管理について、適宜適切なデータ管理・保管に努めること。個人情報等が含まれるデータについては、施錠できるロッカー等で管理・保管することとし、管理方法・保管場所を報告すること。
⑹データ保護及び機密保護を徹底するため、データ管理者・データ使用作業従事者をはじめとする関係者全員に対してデータ保護及び機密保護に関する趣旨説明資料を配布し、その重要性についての説明を徹底するなど適切な措置を講じること。
⑺データ管理者・データ使用作業従事者を始めとする関係者全員の氏名を報告すること。
１０　情報公開への対応

　受託者は、八尾市情報公開条例の趣旨を踏まえ、事業の運営に関する情報を公開するため必要な措置を講じなければならない。
１１　法令等の遵守
　事業の運営を行うにあたっては、次の関係法令等を遵守すること。
地方自治法、地方自治法施行令、著作権法、個人情報の保護に関する法律、八尾市　　　　情報公開条例、その他関連法規
１２　その他
1 受託者は、事業実施における安全管理を徹底すること。
2 受託者は、事業を実施するにあたり宗教活動及び政治活動、及び特定の公職者（候　　　　補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした活動を行わないこと。
3 受託者は、受託内容に疑義が生じた場合は、速やかに委託者に確認を行うこと。
4 仕様書の疑義については、都度、委託者に確認し、その指示によること。
5  その他、この仕様書に定めのない事項または、委託業務内容に疑義が生じたとき　　は委託者と受託者の協議のうえこれを処理・決定するものとする。
１３　障がいのある人への合理的配慮の提供
　　　受託者は、本業務が本市の事務又は事業を実施する事業者であることから、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）に基づき本市が定めた「八尾市における障がいを理由とする差別の解消に関する対応要領」を踏まえ、過重な負担が生じない範囲で、障がいのある人が障がいのない人と同等の機会が確保できるよう環境への配慮に努めるとともに、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、個々の場面において必要とする社会的障壁の除去について、合理的な配慮の提供に努めなければならない。
１４　問合せ先
　〒581-0003　大阪府八尾市本町一丁目１番１号
八尾市 こども若者部　保育・こども園課
TEL：072－924－9857　　FAX：072－924－9548
E-mail：hoiku @city.yao.osaka.jp

